
 

 

 

 

 

 

令和３年度市政運営方針 重点施策 

関連事業一覧 

 

 

 

八  戸  市 

  



 
 

【策定趣旨】 

 本資料は、令和３年度市政運営方針の重点施策に基づき令和３年度に取り組む事業を整理したものです。 

 令和３年４月以降も新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じて社会経済情勢が刻々と変化することが予想されるため、年度途

中に新たな地域課題が明らかになった際には、速やかに新規事業を立案し、本資料に掲載される事業と併せ実施していきます。 

【記載内容】 

① ② ③ ④ ⑤ 

番号 事業名 （※） 令和３年度の取組概要 担当部署 備  考 

1031 はちのへwithコロナあん

しん行動サービス事業 

Ｗ 市民一人ひとりが「新たな生活様式」のひと

つである行動履歴の把握を実践しやすいよ

う、自身の行動履歴を登録するためのサービ

スを提供する。 

健康部 保健所 

 保健総務課 

保健予防課 

 

①「 番 号 」欄： 各事業に割り当てた番号を記載して

います。 

②「 事 業 名 」欄： 事業の名称を記載しています。右側

のアルファベットの凡例は次のとお

りです。 

 

 

 

 

③「 取 組 概 要 」欄： 令和３年度に実施する取組の概要を 

簡潔に記載しています。 

④「 担 当 部 署 」欄： 事業の担当部署を記載しています。 

⑤「 備 考 」欄： 令和３年度に拡充する内容や、取組

概要の補足事項（補助金等の概要、イ

ベントの開催状況など）を記載して

います※。 

【事業数】                 （令和３年４月１日現在） 

重点施策 事業数 

１ 感染拡大防止と社会経済活動の両立 10 

２ 地域経済再興の推進 21 

３ 切れ目のない少子化対策と地元定着・人材還流の促進 26 

４ 安全安心なまちづくりの推進 26 

５ 共生社会づくりの推進 25 

６ 魅力あるまちづくりの推進 18 

７ 地域社会のデジタル化の推進 4 

８ 暮らしの変化に対応した持続可能なまちづくりの推進 4 

総事業数（再掲分を除いた実事業数） 134（128） 

※…令和３年４月１日時点の内容のため、今後、変更となる場合があります。

「 Ｗ 」…ウィズコロナ時代の重点事業 

「ＷＰ」…ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業

「 Ｐ 」…ポストコロナ時代の重点事業 
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【重点施策１】感染拡大防止と社会経済活動の両立

●項目１．感染予防対策の周知・実施

　市内の感染拡大を防止するため、市のホームページ等を通じた市民一人ひとりへの３密回避など「新しい生活様式」の奨励や、市が提供す
る「はちのへwithコロナあんしん行動サービス（CODE８）」の利用促進など感染予防対策の周知を図るとともに、ワクチン接種を希望する市
民への速やかな接種の実施など感染予防対策に取り組みます。

事業数：2

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

はちのへwithコロナあんし
ん行動サービス事業

1031 〇市民一人ひとりが「新たな生活様式」のひとつである
　行動履歴の把握を実践しやすいよう、自身の行動履歴
　を登録するためのサービスを提供する。

【取組概要の補足】
※令和２年６月６日からサービス
　開始

Ｗ 健康部
保健総務課

　保健予防課

新型コロナウイルスワクチ
ン接種事業

1050 〇新型コロナウイルスワクチンの集団接種等を実施する。Ｗ 健康部
保健予防課

1【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策１】感染拡大防止と社会経済活動の両立

●項目２．検査体制・医療提供体制の強化

　八戸市医師会との連携によりＰＣＲ検査センターの運営を行うとともに、青森県との連携のもと陽性者を受け入れる病床の確保や、医療機
器の整備などによる検査体制・医療提供体制の強化に取り組みます。

事業数：1

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

ＰＣＲセンター運営事業1032 〇市内医療機関の依頼を受けてＰＣＲ検査を行う。Ｗ 健康部
保健予防課



【重点施策１】感染拡大防止と社会経済活動の両立

●項目３．市民生活維持のための支援

　感染拡大の影響により、所得が減少した市民の生活を維持するための支援に取り組みます。

事業数：5

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

災害援護資金貸付金の償還
猶予

1027 〇新型コロナウイルス感染症の影響により、災害援護資
　金貸付金の償還が困難になった場合に、償還金の納付
　を猶予する。

Ｗ 福祉部
福祉政策課

母子父子寡婦福祉資金貸付
金の償還猶予

1030 〇新型コロナウイルス感染症の影響により、母子父子寡
　婦福祉資金の償還が困難になった場合に、償還金の納
　付を猶予する。

Ｗ 健康部
こども家庭相談室

介護保険料の納付猶予1026 〇新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料
　の納付が困難になった場合に、納付を猶予する。

Ｗ 市民防災部
介護保険課

下水道使用料等の納付猶予1029 〇新型コロナウイルス感染症の影響により、下水道使用
　料等の納付が困難になった場合に、納付を猶予する。

Ｗ 環境部
下水道業務課

市営住宅使用料の減免・納
付猶予

1028 〇新型コロナウイルス感染症の影響により、市営住宅使
　用料の納付が困難になった場合に、納付を猶予する。

 〇新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少
　した世帯を対象に市営住宅使用料を減免する。

Ｗ 建設部
建築住宅課

3【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策１】感染拡大防止と社会経済活動の両立

●項目４．事業継続のための支援

　感染拡大の影響により、厳しい経営状況の中で経営を続けている事業者への支援や、事業継続のための相談体制の整備などに取り組みま
す。

事業数：2

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

はちのへ創業・事業承継サ
ポートセンター事業

179 〇創業支援拠点として「はちのへ創業・事業承継サポー
　トセンター」を設置する。

 〇専属相談員及び八戸商工会議所経営指導員による相談
　対応を常時実施する。

 〇セミナー、交流会等により、創業希望者を支援する。

ＷＰ 商工労働観光部
商工課

経営安定化サポート資金591 〇売上高等の減少や東日本大震災の影響により、経営の
　安定に支障を生じている中小企業者に対して、信用保
　証料の全額を補給する。

 〇平成２３年度に実施された青森県経営安定化サポート
　資金（平成２３年東北地方太平洋沖地震中小企業災害
　復旧枠）について、当該年度発生分の信用保証料及び
　利子を全額補給する。

ＷＰ 商工労働観光部
商工課



【重点施策２】地域経済再興の推進

●項目１．新しい働き方・生産性革命の推進

　中小企業・小規模事業者の経営強化のための支援を継続するほか、新しい働き方や生産性革命に取り組む市内の事業者が専門家等から助言
を受けることができる機会を設けるとともに、事業者が抱える課題解決のための支援などに取り組みます。

事業数：3

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

生産性カイゼン実践支援事
業

852 〇トヨタ自動車東日本㈱と連携を図り、市内事業者の生
　産現場等の改善や人材育成を支援する。

Ｐ 商工労働観光部
商工課

地域企業支援体制強化事業1004 〇施策説明会等を開催する。
 〇地域内行政機関・支援機関で産学官金連携会議を開催

　する。
 〇コーディネーターによる地域製造業の課題発掘、解決

　に向けたコーディネート活動を実施する。

Ｐ 商工労働観光部
商工課

地域事業所人材獲得等支援
事業

859 〇圏域内事業所の情報発信力の強化や、採用力の向上を
　支援するためのセミナーを開催する。

 〇セミナー参加事業所を対象に、人材確保や新しい働き
　方の体制づくりに関する個別相談を実施する。

Ｐ 商工労働観光部
産業労政課

5【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策２】地域経済再興の推進

●項目２．イノベーションの創出

　ポストコロナ時代において成長が期待される新産業創出のための支援を行うとともに、産学官による共同研究や産学官が連携交流する機会
の創出などに取り組みます。

事業数：6

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

八戸市都市研究検討会事業492 〇八戸工業大学・八戸学院大学・八戸工業高等専門学校
　の３校と市が連携して調査研究活動を実施する。

Ｐ 総合政策部
政策推進課

八戸産学官連携推進事業1012 〇市内高等教育機関、八戸商工会議所、市の３者が連携
　するプラットフォームの運営に参画する。

Ｐ 総合政策部
政策推進課

産学官共同研究開発支援事
業

184 〇産学官共同研究開発の状況調査・実用化事例集を作成
　する。

 〇大学等と行う共同研究開発を支援する。

Ｐ 商工労働観光部
商工課

ＩＴ産業集積促進事業
［再掲］

210 〇「八戸ＩＴ・テレマーケティング未来創造協議会」を
　支援する。

 〇市の誘致企業であるＩＴ関連企業に対し、賃料補助金
　や雇用奨励金を交付する。

 〇ＡＩアノテーション作業を行う事業者に対し専門人材
　養成に係る経費等の助成を行う。

Ｐ 商工労働観光部
産業労政課

イノベーティブ産業集積促
進事業

1000 〇自動車、航空宇宙、医療福祉関連企業の圏域内への新
　規立地及び圏域内企業の新規参入を支援する。

Ｐ 商工労働観光部
産業労政課

南郷新規作物研究事業242 〇新規作物の有識者で構成する南郷新規作物研究会議に
　おいて、南郷地区における新たな作物を研究する。

 〇八戸ワイン産業創出プロジェクトを推進する。
 〇「地域おこし協力隊」が南郷地区で取り組む地域おこ

　しを支援する。

Ｐ 農林水産部
農業経営振興
　　　　センター



【重点施策２】地域経済再興の推進

●項目３．企業誘致の推進

　サテライトオフィスによる立地の誘導や、本社機能を移転する企業への支援を講じるとともに、産業集積の基盤となる新産業団地の整備に
取り組みます。

事業数：6

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

ＩＴ産業集積促進事業
［再掲］

210 〇「八戸ＩＴ・テレマーケティング未来創造協議会」を
　支援する。

 〇市の誘致企業であるＩＴ関連企業に対し、賃料補助金
　や雇用奨励金を交付する。

 〇ＡＩアノテーション作業を行う事業者に対し専門人材
　養成に係る経費等の助成を行う。

Ｐ 商工労働観光部
産業労政課

企業立地促進奨励金215 〇立地する企業に対して、土地購入や設備投資、地元雇
　用に要する経費に対して奨励金を交付する。

Ｐ 商工労働観光部
産業労政課

新産業団地整備・開発推進
事業

220 〇企業進出の受け皿となる八戸北インター第２工業団地
　の開発を進める。

Ｐ 商工労働観光部
産業労政課

企業誘致促進事業572 〇当市の立地環境や支援制度等について市長によるプレ
　ゼンテーションを行う企業誘致セミナーを開催する。

 〇企業訪問等を通じた二役によるトップセールスを展開
　する。

 〇企業誘致に関する当市の優位性を積極的に情報発信す
　るとともに、立地動向等の企業ニーズに関する情報収
　集を行う。

Ｐ 商工労働観光部
産業労政課

おためしサテライトオフィ
ス誘致事業

1038 〇地方展開を検討する企業に対し、当市内での試行的な
　執務環境を提供する。

 〇ＩＴ関連企業とのネットワークや企業間マッチング等
　のノウハウを有する民間事業者と連携し、地方展開を
　検討する企業のニーズを把握する。

Ｐ 商工労働観光部
産業労政課

本社機能移転支援事業1042 〇本社機能移転支援補助金を交付する。
 〇「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定

　を県から受け、本社機能を移転する場合、認定された
　特定業務施設の賃料を補助する。

Ｐ 商工労働観光部
産業労政課

7【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策２】地域経済再興の推進

●項目４．地域特性を生かした農水畜産業の振興

　生産者への経営支援や担い手確保に向けた支援、八戸ワインや八戸前沖さばを組み合わせた販売戦略などに取り組みます。

事業数：6

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

畜産業振興事業7 〇畜産共進会への出品を促進する。
 〇農家に対して肉用繁殖雌牛の貸付や有償譲渡を行う。

Ｐ 農林水産部
農林畜産課

農業新ブランド育成事業18 〇八戸市の農産物の販売戦略を策定する。
 〇ブランド力を創出するための情報を発信する。

Ｐ 農林水産部
農業経営振興
　　　　センター

担い手総合支援事業240 〇新たな認定農業者や新規就農者の掘り起こしを推進す
　る。

Ｐ 農林水産部
農業経営振興
　　　　センター

地域農業経営再開復興支援
事業

241 〇経営再開マスタープラン検討会議を開催する。
 〇農業次世代人材投資資金（経営開始型）を交付する。

Ｐ 農林水産部
農業経営振興
　　　　センター

水産物流通加工振興事業247 〇当市水産加工品の販路拡大のため「はちのへ水産加工
　品展示商談会」の開催を支援する。

 〇「八戸前沖さばブランド推進協議会」に参画し、サバ
　のブランド化を推進する。

 〇「イカの街はちのへ連絡協議会」を開催する。

Ｐ 農林水産部
水産事務所

漁業就業支援事業1020 〇漁業就業や漁業に必要な技能習得等に関する情報を収
　集する。

 〇収集した情報を市ホームページ等で発信する。

Ｐ 農林水産部
水産事務所



【重点施策３】切れ目のない少子化対策と地元定着・人材還流の促進

●項目１．結婚や妊娠の希望をかなえるための支援

　結婚を望む人に対する出会いの機会を創出するとともに、不妊治療に対する経済的な支援や相談体制の整備に取り組みます。

事業数：3

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

はちのへ縁結びプロジェク
ト事業

719 〇町内会と協働し、独身者等に対し結婚支援に関するイ
　ベント情報を提供する。

 〇関係団体と連携し、結婚支援に関するイベント等を開
　催する。

Ｐ 福祉部
子育て支援課

不妊治療費助成事業300 〇高額な治療費がかかる特定不妊治療について、国の支
　援制度に応じて治療費の一部を助成する。

Ｐ 健康部
健康づくり推進課

不妊専門相談センター事業715 〇専門の医師・保健師等による相談窓口を運営する。
 〇不妊症等の検査や、治療方法等に関する情報を提供す

　る。
 〇不妊専門相談センターを住民に周知し、積極的な活用

　を促進する。

Ｐ 健康部
健康づくり推進課

9【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策３】切れ目のない少子化対策と地元定着・人材還流の促進

●項目２．安心して子育てをするための支援

　子育て世帯への経済的な支援を行うとともに、絵本等の活用を通じた親子の触れ合いのきっかけづくりに取り組みます。

事業数：12

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

保育料軽減事業265 〇第３子以降の児童について、所得状況等に応じ、認定
　こども園・保育所（園）・認可外保育施設の保育料を
　軽減する。

ＷＰ 福祉部
こども未来課

子ども医療費助成事業268 〇就学前の乳幼児～小・中学生の通院・入院と高校生等
　の入院の医療費を助成（※）する。

【取組概要の補足】
※助成金の概要（所得制限あり）
　①０歳～中学生
　　助成対象：入院・通院
　　自己負担額：なし
　②高校生等　
　　助成対象：入院
　　自己負担額：なし　

ＷＰ 福祉部
子育て支援課

八戸版ネウボラ推進事業714 〇妊娠期から子育て期及び社会的自立まで、切れ目ない
　一体的な支援のため、「子ども家庭総合支援拠点」を
　設置し、「子育て世代包括支援センター」、「こども
　支援センター」との連携を強化する。

ＷＰ 健康部
健康づくり推進課

　こども家庭相談室
教育委員会
　こども支援センター　
　

母子家庭等対策総合支援事
業

270 〇ひとり親家庭等への総合的な支援を行う。
 〇就職、生活援助、資格取得、学び直し、法律相談等、

　自立を目的とした支援を行う。

ＷＰ 健康部
こども家庭相談室

子ども家庭見守り・訪問支
援事業

1048 〇保護者等にメリットがある育児や家事等の支援提供を
　行いながら、要保護・要支援児童の安否確認を行う。

 〇生活支援を通じて基本的な生活習慣の習得支援を行う。

ＷＰ 健康部
こども家庭相談室

児童虐待防止対策連携促進
事業

1049 〇児童虐待の早期発見・早期対応・防止のため、広く圏
　域住民及び関係機関等を対象とした研修会等を開催し、
　啓発活動を行う。

 〇研修を通じて専門職の支援技術の向上を図る。
 〇専門職間等の関係づくりを行い、圏域内で連携した対

　応ができるようにする。

ＷＰ 健康部
こども家庭相談室

地域子育て支援センター事
業

261 〇地域の認定こども園・保育所（園）への委託により、
　子育ての不安・悩みの相談や保護者同士が交流する場
　（※）を提供する。

【取組概要の補足】
※市内13か所に開設

Ｐ 福祉部
こども未来課



【重点施策３】切れ目のない少子化対策と地元定着・人材還流の促進

●項目２．安心して子育てをするための支援

　子育て世帯への経済的な支援を行うとともに、絵本等の活用を通じた親子の触れ合いのきっかけづくりに取り組みます。

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

子育てサロン支援事業263 〇地域の公民館や児童館等において、子育てサロン（地
　域の親子が気兼ねなく集まり、子育ての相談や交流が
　できる場）を運営する。

Ｐ 福祉部
こども未来課

つどいの広場事業281 〇八戸ポータルミュージアム内において「こどもはっち
　」を開設し、子育て親子の交流機会の提供や、子育て
　に関する情報発信等を行う。

Ｐ 福祉部
こども未来課

おすすめキッズブック事業960 〇子育て世代に対し、おすすめ絵本リストを作成し、配
　付する。

 〇新型コロナウイル感染症のまん延状況を考慮の上、「
　新しい生活様式」に基づいた読み聞かせイベントを実
　施する。

 〇「おすすめしたい私の絵本」のエピソードを募集し、
　情報提供する。

Ｐ 福祉部
子育て支援課

マイブック推進事業523 〇各小学校を通じて、児童にマイブッククーポン（２，
　０００円分）を配付する。

 〇各学校・保護者・参加書店へのアンケートを実施する。

Ｐ 教育委員会
教育指導課

八戸市ブックスタート事業450 〇総合健診センターで行われる先天性股関節脱臼検診（
　生後９０日～１２０日で受診）の場で、絵本の読み聞
　かせを行うとともに絵本等を配付する。

Ｐ 教育委員会
図書館

11【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策３】切れ目のない少子化対策と地元定着・人材還流の促進

●項目３．地域に根差した教育等の推進

　地域と学校が連携して、郷土に対する誇りと愛着を育む教育機会を確保するとともに、若者の地元企業への就職に資するための機会の確保
に取り組みます。

事業数：6

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

学生まちづくり助成金制度
［再掲］

38 〇学生が自主的に取り組む地域振興や地域貢献に関する
　事業・活動の企画に対して、助成金（※）を交付する
　とともに、優良な事例を表彰する。

【取組概要の補足】
※助成金の概要
　助成金額：１企画最大240千円

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

高校生地域づくり実践プロ
ジェクト
［再掲］

853 〇高等学校の生徒が圏域内で取り組む地域振興や地域貢
　献に関する事業又は活動のための費用を助成（※）す
　るとともに、優良な事例を表彰する。

 〇高等学校及び地域住民を対象としたセミナーや交流会
　を開催する。

【令和３年度に拡充する内容】
・交流会の開催内容を見直す。
・助成金事業は圏域内の市町村が高
　校に取り組んでもらいたいテーマ
　（地域資源や課題）を募集時に提
　示する。

【取組概要の補足】
※助成金の概要
　助成金額：１件最大200千円

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

地元企業ファンづくりプロ
ジェクト

208 〇企業と協力して、小学生から大学生を対象に地元企業
　のことを学ぶ機会（出前講座・視察見学）を提供する。

Ｐ 商工労働観光部
産業労政課

小・中学校スポーツ・文化
的活動支援事業

903 〇市小・中学校スポーツ・文化的活動に携わる外部指導
　者に対し保険料を負担する。

 〇地域の実態に即したスポーツ活動の指針を周知する。
 〇市立中学校に部活動指導員を配置し、適切な部活動運

　営に向けた環境づくりを行う。
 〇講師を招聘して外部指導者研修会を行い、指導の質の

　向上等を図る。

【令和３年度に拡充する内容】
・外部指導者研修会を行い、指導の
　質の向上等を図る。

Ｐ 教育委員会
学校教育課

地域密着型教育推進事業413 〇保護者及び地域住民が学校運営に参画できる「地域学
　校連携協議会」を各学校に設置し、地域住民等と学校
　との連携・協働による「開かれた学校づくり」を行う。

 〇各校へ配置したコーディネーターによる教育支援ボラ
　ンティアの活用や「地域学校連携協議会」等を支援す
　る。

【令和３年度に拡充する内容】
・コーディネート機能と情報発信を
　一層強化する。

Ｐ 教育委員会
教育指導課



【重点施策３】切れ目のない少子化対策と地元定着・人材還流の促進

●項目３．地域に根差した教育等の推進

　地域と学校が連携して、郷土に対する誇りと愛着を育む教育機会を確保するとともに、若者の地元企業への就職に資するための機会の確保
に取り組みます。

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

スクールソーシャルワー
カー活用事業

857 〇スクールソーシャルワーカースーパーバイザーを教育
　委員会内にある八戸市少年相談センターに配置し、学
　校や保護者からのいじめや不登校等の相談業務、スク
　ールソーシャルワーカーの派遣を調整する。

 〇市内中学校１０校（１名につき２校）を拠点に、スク
　ールソーシャルワーカーが全中学校区において相談活
　動を展開する。

Ｐ 教育委員会
教育指導課

13【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策３】切れ目のない少子化対策と地元定着・人材還流の促進

●項目４．関係人口の創出

　八戸都市圏交流プラザを活用して、首都圏での当市の総合的な情報発信を行うとともに、全国で活躍する当市の関係者を通じた情報発信に
取り組みます。

事業数：2

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

八戸特派大使制度538 〇八戸特派大使の方々を通じて当市の魅力や良さをＰＲ
　する。

 〇市内教育機関において八戸大使ふるさとセミナーを開
　催（１０回程度）する。

Ｐ 総合政策部
広報統計課

八戸都市圏交流プラザ事業
［再掲］

933 〇八戸都市圏交流プラザ「８ｂａｓｅ」を活用し、首都
　圏における八戸圏域の総合的なプロモーションを行う。

【取組概要の補足】
※施設の概要
　①開設時期：
　　令和２年９月１０日オープン
　②住　所：
　　東京都千代田区内幸町
　　（日比谷ＯＫＵＲＯＪＩ内）

Ｐ 商工労働観光部
観光課



【重点施策３】切れ目のない少子化対策と地元定着・人材還流の促進

●項目５．移住・ＵＩＪターンの推進

　移住に要するための経費の助成や移住相談窓口の設置・運営に取り組みます。

事業数：3

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

移住交流促進事業535 〇圏域内の移住・交流促進に関する各種情報を発信する。
 〇首都圏において圏域出身者を含めたＵＩＪターン希望

　者等の各種相談に対応する。
 〇首都圏で開催される移住相談会へ参加（７回予定）す

　る。
 〇八戸都市圏移住セミナーを開催（オンライン）する。

【令和３年度に拡充する内容】
・ポータルサイトを見やすくする
　ため、レイアウト等を改修する。

Ｐ 総合政策部
広報統計課

ほんのり温ったか八戸移住
計画支援事業

573 〇地方移住を希望する若年者世帯のＵＩＪターン就職の
　促進を図るため、就職希望者に対する事前の就職活動
　及び住居確保にかかる交通費、引越費用、住宅費、児
　童・生徒の学用品の購入費を助成する。

Ｐ 商工労働観光部
産業労政課

移住支援金支給事業939 〇国の制度に基づき、東京圏から八戸市に移住した者が
　マッチング支援対象求人を充足して定着に至った場合、
　又は、起業支援金の交付決定を受けた場合などに、移
　住支援金を支給する。

【令和３年度に拡充する内容】
・国の拡充に合わせ、対象者を広げ
　る。

Ｐ 商工労働観光部
産業労政課

15【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策４】安全安心なまちづくりの推進

●項目１．防災意識の向上と防災体制の強化

　地域における総合防災訓練の実施や、国が新たに示した津波浸水区域を踏まえた津波避難計画の改訂、災害時における高齢者や障がい者等
の要援護者への支援体制の整備などに取り組みます。
　あわせて、感染症流行時における災害時に備え、避難所での感染拡大の防止対策に取り組みます。

事業数：7

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

避難所等感染予防対策強化
事業

1033 〇避難所での感染症予防対策に必要な物品（マスク・消
　毒液等）を備蓄する。

Ｗ 市民防災部
防災危機管理課

災害時要援護者支援事業25 〇災害時要援護者の名簿や、個別避難支援プランを作成
　する。

 〇要援護者名簿等の提供を通じて、要援護者を地域で支
　援していく体制を構築する。

 〇災害時要援護者支援マップシステムを運用する。

ＷＰ 福祉部
福祉政策課

福祉避難所整備事業772 〇要配慮者移送チーム員を対象に研修を行う。
 〇福祉避難所の修繕や備品等の整備を行う。

ＷＰ 福祉部
福祉政策課

自主防災組織育成事業131 〇自主防災組織が地域の防災活動に必要な資機材の整備
　に対して購入費用を助成する。

 〇自主防災会相互間の協力体制を構築する。
 〇地域における防災リーダーを育成するため、自主防災

　組織リーダー研修会を実施する。

Ｐ 市民防災部
防災危機管理課

総合防災訓練の実施135 〇災害発生時の防災活動が迅速かつ的確に行えるよう地
　域住民や防災関係機関等の参加・連携のもと避難訓練、
　救助・救出訓練、避難所開設訓練等を行う。

Ｐ 市民防災部
防災危機管理課

津波避難計画の改訂142 〇新たな津波シミュレーションによる津波浸水想定区域
　や国・県等の津波避難対策に係る新たなガイドライン
　等に基づき、津波避難計画を改訂する。

Ｐ 市民防災部
防災危機管理課

八戸市防災マップの改訂143 〇八戸市公開地理情報システム（市ＨＰ）のデータを修
　正（防災情報（避難所等）の年次更新、新規指定済の
　避難所等の反映）する。

 〇国の日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデルの想定
　結果公表を踏まえ、防災マップを改訂する。

Ｐ 市民防災部
防災危機管理課



【重点施策４】安全安心なまちづくりの推進

●項目２．災害に強い都市基盤の整備

　災害時において人流・物流の両面を支える道路や老朽化した社会資本の整備等に取り組みます。
　また、近年における災害級の猛暑への対応や災害時の避難所整備として、小・中学校の普通教室等への冷房設備の設置に取り組みます。

事業数：14

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

港湾整備促進事業374 〇国が実施する航路泊地（埋没）及び市川土砂処分場整
　備費用の一部を負担する。

 〇青森県が平成２７年度から平成２９年度にかけて実施
　した八太郎地区２号埠頭のコンテナターミナル拡張事
　業費の一部を償還金として負担する。

Ｐ 建設部
港湾河川課

緊急自然災害防止対策事業1044 〇準用河川及び排水路の改修に係る設計委託・工事を実
　施する。

Ｐ 建設部
港湾河川課

緊急浚渫推進事業1045 〇準用河川等の浚渫に係る設計委託を実施する。Ｐ 建設部
港湾河川課

くらしのみちゾーン整備事
業

378 〇「くらしのみちゾーン基本計画」に基づき電線類の地
　中化・バリアフリー化を行う。

Ｐ 建設部
道路建設課

都市計画道路３・３・８号
白銀市川環状線整備促進事
業

381 〇青森県が進める都市計画道路３・３・８号白銀市川環
　状線整備事業の一部費用を負担する。

Ｐ 建設部
道路建設課

新大橋整備事業384 〇新大橋の架け替え工事を実施する。Ｐ 建設部
道路建設課

都市計画道路３・５・１号
沼館三日町線整備促進事業

574 〇青森県が進める都市計画道路３・５・１号沼館三日町
　線整備事業の一部費用を負担する。

Ｐ 建設部
道路建設課

新井田白銀線歩道整備事業973 〇新井田白銀線の歩道未整備区間に、両側歩道の設置を
　行う。

 〇渋滞対策として右折車線の設置を行う。

Ｐ 建設部
道路建設課

番町線無電柱化事業1043 〇新美術館敷地内の特殊部の埋設及びインターロッキン
　グ舗装を行う。

 〇市道部分の地下埋設物の移設及び電線共同溝本体工事
　を行う。

Ｐ 建設部
道路建設課

主要幹線舗装補修事業517 〇道路の舗装打換工事を行う。
 〇路面下空洞調査を行う。
 〇道路の舗装（切削オーバーレイ）工事を行う。

Ｐ 建設部
道路維持課

17【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策４】安全安心なまちづくりの推進

●項目２．災害に強い都市基盤の整備

　災害時において人流・物流の両面を支える道路や老朽化した社会資本の整備等に取り組みます。
　また、近年における災害級の猛暑への対応や災害時の避難所整備として、小・中学校の普通教室等への冷房設備の設置に取り組みます。

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

市道冠水被害対策事業1035 〇冠水対策工事を行う。Ｐ 建設部
道路維持課

橋りょう長寿命化事業1036 〇橋りょうの定期点検を行う。
 〇根城大橋の地覆補修、防護柵交換、伸縮装置の補修な

　どを行う。
 〇その他橋りょうの補修を行う。

Ｐ 建設部
道路維持課

市営住宅等長寿命化事業　519 〇市営住宅の屋根・外壁改修工事などを実施する。Ｐ 建設部
建築住宅課

小・中学校への冷房設備設
置事業

1046 〇小・中学校の普通教室（特別支援教室含む。）、職員
　室、校長室に冷房設備を設置する。

Ｐ 教育委員会
教育総務課



【重点施策４】安全安心なまちづくりの推進

●項目３．地域の防犯対策・救急医療体制の整備

　市民に対して安全安心情報の発信を行うとともに、市内全小中学校の通学路への防犯カメラの設置や、ドクターカーの運行等、市民の生命
を守る救急医療体制の整備に取り組みます。

事業数：4

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

防犯カメラ設置促進事業154 〇八戸地区連合防犯協会が実施する防犯カメラの設置に
　かかる経費を補助（※）する。

【取組概要の補足】
※補助金の概要
　補助率：１０／１０
　補助対象：防犯カメラを構成する
　機器（カメラ・モニター等）の購
　入及び設置工事の費用

ＷＰ 市民防災部
くらし交通安全課

救急医療体制整備事業301 〇医療機関・救急患者搬送機関等と連携し、初期救急か
　ら重篤・重症な救急患者まで、症状等に応じた救急医
　療が行える体制を整備する。

Ｐ 健康部
保健総務課

ドクターカー運行事業302 〇医師を乗せて救急現場に直行する「ドクターカー」を
　八戸市立市民病院に配備、運行する。

Ｐ 健康部
保健総務課

安全・安心情報発信事業132 〇災害時の避難情報や、気象情報、火災情報、防犯情報、
　危険動物出没情報等の各種警戒情報（安全・安心情報
　）をメールや専用アプリで配信する。

 〇利用者の拡大を図るため、チラシの配布等を行う。
 〇ほっとスルメール・緊急速報メール連動一斉配信訓練

　を実施する。

【令和３年度に拡充する内容】
・サービス向上のためのシステム改
　修（楽天モバイル緊急速報メール
　との連携、アプリ新着情報へのお
　知らせ掲載等）を行う。

Ｐ 市民防災部
防災危機管理課

19【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策４】安全安心なまちづくりの推進

●項目４．新しい形の墓地の整備

　墓地に対する市民ニーズの多様化に対応した、合葬墓の整備等に取り組みます。

事業数：1

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

合葬墓整備事業900 〇合葬墓の整備工事を行う。Ｐ 市民防災部
市民課



【重点施策５】共生社会づくりの推進

●項目１．協働のまちづくりの推進

　ＮＰＯ活動やボランティア活動を促進する拠点の整備や活動資金に対して助成するとともに、協働の意識醸成や人的ネットワークの構築の
ための交流機会の提供に取り組みます。

事業数：5

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

学生まちづくり助成金制度
［再掲］

38 〇学生が自主的に取り組む地域振興や地域貢献に関する
　事業・活動の企画に対して、助成金（※）を交付する
　とともに、優良な事例を表彰する。

【取組概要の補足】
※助成金の概要
　助成金額：１企画最大240千円

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

八戸圏域住民活動促進事業43 〇市民活動団体の拠点施設である市民活動サポートセン
　ター「ふれあいセンターわいぐ」を運営する。

 〇公益的な活動を行う市民活動団体に対して、打合せス
　ペースや作業スペースを提供するとともに、市民活動
　に関する情報などを発信する。

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

「元気な八戸づくり」市民
奨励金制度

47 〇令和３年度奨励金交付団体に奨励金（※）を交付する。
 〇令和４年度に市民活動団体や地域コミュニティ活動団

　体が取り組む、自主的な公益的のあるまちづくり活動
　に関する企画案を募集する。

【取組概要の補足】
※奨励金の概要
　①初動期支援コース
　　奨励金額：１団体 100千円以内
　　補 助 率：１０／１０
　　対　　象：設立５年以内の団体
　　　　　　　が行う継続事業
　②まちづくり支援コース
　　奨励金額：１団体 500千円以内
　　補 助 率：４／５
　　対　　象：市民活動や地域活動
　　　　　　　の活性化に資する新
　　　　　　　規・拡充事業

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

高校生地域づくり実践プロ
ジェクト
［再掲］

853 〇高等学校の生徒が圏域内で取り組む地域振興や地域貢
　献に関する事業又は活動のための費用を助成（※）す
　るとともに、優良な事例を表彰する。

 〇高等学校及び地域住民を対象としたセミナーや交流会
　を開催する。

【令和３年度に拡充する内容】
・交流会の開催内容を見直す。
・助成金事業は圏域内の市町村が高
　校に取り組んでもらいたいテーマ
　（地域資源や課題）を募集時に提
　示する。

【取組概要の補足】
※助成金の概要
　助成金額：１件最大200千円

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

ハチカフェ　オフサイト
ミーティング事業

913 〇対話を通じて、若者の地元への愛着心の醸成やまちづ
　くりへの参画を促進するとともに、将来の担い手とな
　る人材育成及び発掘へつなげる。

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

21【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策５】共生社会づくりの推進

●項目２．地域コミュニティの振興

　町内会・自治会等の活動支援を行うとともに、連合町内会連絡協議会等と連携し、町内会組織の基盤強化や地域活動のＰＲなどに取り組み
ます。

事業数：3

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

町内会等振興交付金事業502 〇町内会等が行う地域コミュニティ活動を経済的に支援
　し、地域の活性化を図ることを目的に、申請のあった
　町内会等に対して交付金（※）を交付する。

【取組概要の補足】
※交付金の概要
　交付金額：①＋②＋③
　①均等割20,000円
　②世帯割200円×加入世帯数
　③対象事業実施加算100円×実施
　　事業数（１～２）×加入世帯数
　・加入世帯数は、町内会費を徴収
　　する世帯数と会費を免除する世
　　帯数を合計したもの。
　・対象事業：地域安心安全活動、
　　地域除雪活動

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

連合町内会連絡協議会連携
事業（加入促進など）

503 〇八戸市連合町内会連絡協議会と連携し、加入促進事業
　や、組織強化事業、普及啓発事業を実施する。

【取組概要の補足】
※各連携事業の概要
　①加入促進事業
　　キャンペーン実施、多様な団体
　　との連携等
　②組織強化事業
　　人材育成アカデミー、地域リー
　　ダー応援講座、町内会だよりコ
　　ンクールの開催、ニュースレタ
　　ーの発刊等
　③普及啓発事業
　　ホームページを活用した普及啓
　　発

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

「地域の底力」実践プロ
ジェクト促進事業

713 〇「地域の底力」実践プロジェクトへの取組地域を公募
　により掘り起こす。

 〇地域住民等とプロジェクト内容や方向性を共有するた
　め、結集会議を開催する。

 〇具体的な検討を行うため、プロジェクトメンバーを中
　心とした会議を開催する。

 〇資金面の支援のため、プロジェクト実施経費に補助金
　（上限５０万円）を交付する。

 〇プロジェクトの継続を強固にするため、地域コミュニ
　ティ団体との連携を図る。

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課



【重点施策５】共生社会づくりの推進

●項目３．高齢者・障がい者の社会参加の促進と見守り体制の構築

　高齢者・障がい者が市内各所を移動しやすい環境を整えるとともに、社会活動や就労等へ参加のための支援に取り組みます。
　また、関係機関や団体等と連携した見守りネットワークを構築するとともに、認知症高齢者や身寄りのない高齢者・障がい者の増加を見据
え、成年後見制度を利用しやすい環境整備に取り組みます。

事業数：7

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

地域の安心・安全見守り活
動推進事業（高齢者・障が
い者等）

26 〇宅配業者、タクシー会社、新聞販売店などと「地域の
　安心・安全見守り協定」を締結し、事業者が業務上把
　握した地域住民の状況に関する情報提供を受け、必要
　な対応につなげる体制を構築する。

Ｐ 福祉部
福祉政策課

認知症サポーター養成事業472 〇介護予防センターにおいて、事業運営を行う。
 〇新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた認知症サ

　ポーター養成講座の開催する。
 〇チームオレンジの活動を定着させるため、ステップア

　ップ研修会の開催や、チームオレンジメンバーの新規
　登録の募集、認知症の人やその家族のニーズに沿った
　ボランティア活動を実施する。

Ｐ 福祉部
高齢福祉課

高齢者バス特別乗車証交付
事業

479 〇７０歳以上の高齢者（身体障害者手帳１～４級・愛護
　手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持を除く）に対
　し、１年間利用できるバス特別乗車証を交付する。

Ｐ 福祉部
高齢福祉課

シニアはつらつポイント事
業

481 〇高齢者が介護施設などで行ったボランティア活動に対
　して、はちのへ共通商品券との交換や福祉団体への寄
　附ができるポイントを付与する。

Ｐ 福祉部
高齢福祉課

市民後見推進事業798 〇市民後見人フォローアッフ゜研修を開催する。
 〇市民後見推進協議会を開催する。
 〇市民後見人の名簿管理及び活動支援を行う。
 〇次回の養成研修に向け協議する。

Ｐ 福祉部
高齢福祉課

　障がい福祉課

障害者バス特別乗車証交付
事業

292 〇６歳以上の障がい者に対し、市営バスや南部バスの市
　内全線で使用できるバス特別乗車証を交付する。

Ｐ 福祉部
障がい福祉課

障がい者就労支援事業820 〇障害者優先調達推進法の周知や、同法による障害者就
　労施設等における提供物品等紹介のためのパンフレッ
　ト（※）を作成し、配布する。

【取組概要の補足】
※パンフレットのデザインについて
　は、障害者が就労する障害者就労
　施設に依頼（障害者がデザイン作
　成）するものである。

Ｐ 福祉部
障がい福祉課

23【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策５】共生社会づくりの推進

●項目４．女性活躍の推進

　女性がスキルアップするための機会の提供や、事業者等に対する意識啓発活動を行うとともに、男女共同参画の意識醸成に向けたセミナー
の開催や情報誌の発行などに取り組みます。

事業数：7

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

女性相談事業283 〇ＤＶ（配偶者等からの暴力）の問題等について相談に
　応じ、安全に過ごせるように、関係機関と連携し必要
　な支援や情報提供を行う。

 〇ＤＶ相談支援センターを年度内に開設する。

ＷＰ 健康部
こども家庭相談室

トーキングカフェ開催事業56 〇各分野・各業界において活躍している女性達と市長と
　の意見交換会を開催する。

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

女性チャレンジ講座開催事
業

57 〇２０～４０代の女性を対象とした、ビジネススキル養
　成講座や行政講座等の連続講座（※）を開催する。

【取組概要の補足】
※講座の開催概要
　①開催回数：
　　連続講座７回、公開講座１回
　②開催場所：
　　はっち、市庁別館会議室
　③開催時間：
　　各回午後１時３０分～５時

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

男女共同参画意識啓発講演
会開催事業

58 〇八戸市男女共同参画推進月間の１０月に、市民を対象
　とした意識啓発講演会を開催する。

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

ロールモデルＰＲ事業543 〇ワーク・ライフ・バランスを実践し、仕事と家庭生活
　・地域活動等を両立して自分らしい生き方をしている
　方、各分野で活躍する方をお手本（ロールモデル）と
　して各種媒体（※）で紹介する。

【取組概要の補足】
※発信する媒体
　①ラジオ放送：６人／年
　②広報はちのへ：２人／年
　③男女共同参画社会を考える情報
　　誌「WITH YOU」：２人／年

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

男女共同参画情報発信事業544 〇男女共同参画に関する情報を広報はちのへやホームペ
　ージ等に掲載する。

 〇八戸商工会議所が発行する「商工ニュース」にワーク
　・ライフ・バランスや各種休暇制度等に関する記事を
　掲載する。

 〇男女共同参画に関する情報誌「ＷＩＴＨ　ＹＯＵ」を
　発行（※）し、家庭、地域、職場等身近な場面での男
　女共同参画に関わる話題や情報を提供する。

【取組概要の補足】
※発行概要
　①発行回数　年２回（10月、3月）
　②発行部数　各号8,000部

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課



【重点施策５】共生社会づくりの推進

●項目４．女性活躍の推進

　女性がスキルアップするための機会の提供や、事業者等に対する意識啓発活動を行うとともに、男女共同参画の意識醸成に向けたセミナー
の開催や情報誌の発行などに取り組みます。

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

女性活躍推進支援事業888 〇制度周知等による女性活躍推進法に基づく一般事業主
　行動計画策定の促進や事例紹介を通して企業における
　女性活躍推進を支援する。

【取組概要の補足】
※周知方法
　①「広報はちのへ」への記事掲載
　②「八戸商工ニュース」への記事
　　掲載
　③市ホームページでの情報発信
　④女性活躍推進チラシの作成、配
　　布

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

25【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策５】共生社会づくりの推進

●項目５．国際交流の促進と多文化共生の推進

　八戸国際交流協会と連携し、市民と外国人住民との交流機会の提供や、異文化理解の促進などを進めるとともに、行政情報・生活情報・観
光情報等の多言語化や外国人住民の生活支援に取り組みます。

事業数：3

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

地域国際化団体支援事業53 〇八戸国際交流協会等に対して補助金等を交付する。Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

多文化共生推進事業54 〇多文化共生の環境整備促進のため、多言語翻訳システ
　ムの配備、多言語対応職員の配置、通訳翻訳ボランテ
　ィアを活用した行政情報の多言語化を行う。

 〇外国人住民への緊急情報配信などの生活支援に取り組
　む。

 〇市広報紙を通じて市民向けに多文化共生の意識啓発を
　行う。

【令和３年度に拡充する内容】
・多言語翻訳システムを配備する。
・多言語対応職員を配置する。

Ｐ 総合政策部
市民連携推進課

ＶＩＳＩＴはちのへ活動支
援事業
［再掲］

736 〇八戸圏域版ＤＭＯ（観光地域づくり法人）である（一
　財）ＶＩＳＩＴはちのへが推進する、インバウンドを
　含んだ観光誘客及び物産振興等の各種事業を支援する。

Ｐ 商工労働観光部
観光課



【重点施策６】魅力あるまちづくりの推進

●項目１．観光振興の推進

　観光客等の受入環境の整備や、多様な媒体を活用した観光ＰＲなどに、観光地域づくり法人であるＶＩＳＩＴはちのへ等と連携し取り組み
ます。

事業数：3

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

ＶＩＳＩＴはちのへ活動支
援事業
［再掲］

736 〇八戸圏域版ＤＭＯ（観光地域づくり法人）である（一
　財）ＶＩＳＩＴはちのへが推進する、インバウンドを
　含んだ観光誘客及び物産振興等の各種事業を支援する。

Ｐ 商工労働観光部
観光課

旧柏崎小学校跡地広場整備
事業

916 〇柏崎地区連合町内会やはちのへ山車振興会と協議する。
 〇住民説明会を開催する。
 〇山車小屋整備に向けた手続きを進める。

Ｐ 商工労働観光部
観光課

八戸都市圏交流プラザ事業
［再掲］

933 〇八戸都市圏交流プラザ「８ｂａｓｅ」を活用し、首都
　圏における八戸圏域の総合的なプロモーションを行う。

【取組概要の補足】
※施設の概要
　①開設時期：
　　令和２年９月１０日オープン
　②住　所：
　　東京都千代田区内幸町
　　（日比谷ＯＫＵＲＯＪＩ内）

Ｐ 商工労働観光部
観光課

27【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策６】魅力あるまちづくりの推進

●項目２．アート・スポーツによる地域の活性化の推進

　八戸市新美術館前広場の整備や八戸市公民館ホールの改修を進め、アートのまちづくりの中核拠点として各文化施設の運営を図ります。ま
た、市民等が行う文化芸術活動への支援、多様な主体が参画するアートプロジェクトに取り組みます。
　さらに、市民等のスポーツ活動への支援や、スポーツイベントの誘致などに取り組みます。

事業数：7

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

公会堂・公民館施設整備事
業

938 〇公民館ホールの天井を準構造化する。Ｐ まちづくり文化
　　　　スポーツ部

文化創造推進課

地域スポーツチーム応援事
業

87 〇八戸市民キッズデーを設け、市が指定するスポーツチ
　ームのホーム戦に市内小学生を招待する。

 〇スポーツチームのホーム戦競技場内に市実施事業のＰ
　Ｒ広告を掲出する。

Ｐ まちづくり文化
　　　　スポーツ部

スポーツ振興課

氷都八戸パワーアッププロ
ジェクト事業

560 〇小学校、幼稚園及び保育園が実施するスケート教室へ
　指導者を派遣する。

 〇小学生対象のスピードスケート教室を開催し、うち数
　回にオリンピックメダリストを招へいする。

 〇小学生対象のフィギュアスケート教室を開催する。
 〇競技用スピードスケート靴、砥石・砥ぎ台セットの貸

　付を行う。
 〇中学生対象のスケート競技用具（競技用スピードスケ

　ート靴、アイスホッケー用スティック、競技用フィギ
　ュアスケート靴）の購入費用を助成する。

【令和３年度に拡充する内容】
・フィギュアスケート競技人口の増
　加を図るため、新たに小学生対象
　のフィギュアスケート教室を開催
　する。

Ｐ まちづくり文化
　　　　スポーツ部

スポーツ振興課

八戸市美術館整備事業717 〇新美術館前広場の整備工事を行う。
 〇新美術館の備品等を購入する。
 〇新美術館をオープンし、施設の管理運営を行う。

Ｐ まちづくり文化
　　　　スポーツ部

美術館

八戸市美術館自主事業1022 〇オープニングプロジェクトを実施する。
 〇コレクション展・コレクションラボ企画等を開催する。
 〇学校連携プロジェクトチームを運営する。
 〇アートファーマープロジェクト、各種講座を開催する。
 〇市内大学との連携事業を実施する。

Ｐ まちづくり文化
　　　　スポーツ部

美術館

八戸ポータルミュージアム
事業

126 〇文化芸術振興に関する事業を実施する。
 〇子育て支援に関する事業を実施する。
 〇観光振興に関する事業を実施する。
 〇ものづくりに関する事業を実施する。

　

Ｐ まちづくり文化
　　　　スポーツ部

八戸ポータル
　　ミュージアム



【重点施策６】魅力あるまちづくりの推進

●項目２．アート・スポーツによる地域の活性化の推進

　八戸市新美術館前広場の整備や八戸市公民館ホールの改修を進め、アートのまちづくりの中核拠点として各文化施設の運営を図ります。ま
た、市民等が行う文化芸術活動への支援、多様な主体が参画するアートプロジェクトに取り組みます。
　さらに、市民等のスポーツ活動への支援や、スポーツイベントの誘致などに取り組みます。

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

国際大会の誘致557 〇日本スケート連盟、青森県スケート連盟等と連携し、
　国際大会に関する情報収集に努め、誘致活動を行う。

Ｐ まちづくり文化
　　　　スポーツ部

長根屋内
　　　スケート場

29【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策６】魅力あるまちづくりの推進

●項目３．魅力的な都市機能の整備

　八戸駅西地区における公園や市街地の整備を進めるとともに、陸奥湊地区や是川地区において地域の賑わいを創出する拠点の整備に取り組
みます。

事業数：4

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

市場を核とした湊地区まち
づくり事業

905 〇市営魚菜小売市場のリニューアルに向けた改修工事を
　行う。

 〇陸奥湊駅通り地区まちづくり協議会が行う周辺の民間
　市場等を整備する事業主体の立ち上げについて支援し
　協調開発を進める。

Ｐ まちづくり文化
　　　　スポーツ部

まちづくり推進課

八戸駅西土地区画整理事業399 〇建物移転、道路及び宅地の整備を行う。Ｐ 都市整備部
駅西区画整理事業所

（仮称）八戸駅西中央公園
整備事業

990 〇右岸側の公園整備工事を行う。Ｐ 都市整備部
公園緑地課

是川縄文の里整備事業441 〇史跡指定地の公有化や遺跡の復元、縄文の森を整備す
　る。

 〇是川遺跡や縄文文化に関する情報を発信する。
 〇世界遺産登録や史跡整備を進める。

Ｐ 教育委員会
是川縄文館



【重点施策６】魅力あるまちづくりの推進

●項目４．空き家等の利活用の促進

　空き家バンク等を通じたマッチング支援や空き家の利活用に関するＰＲを行うなど、空き家・空き店舗対策に取り組みます。

事業数：4

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

中心商店街空き店舗・空き
床解消事業

75 〇中心商店街の特定道路に面した空き店舗等に出店する
　者に対して、費用の一部を助成（※）する。

【取組概要の補足】
※補助金の概要
　①対象者：
　　・中心商店街の特定道路に面し
　　　た空き店舗等に新規出店する
　　　事業者
　　・中心商店街の特定道路から概
　　　ね50ｍの範囲の空き店舗等に
　　　進出する市内の大学等法人
　②対象経費：
　　空き店舗等に新規出店する際の
　　内外装工事、給排水衛生設備工
　　事、サイン工事、電気工事等に
　　要する経費等
　③補助率・上限額：
　　・事業者…１／３
　　　（上限1,000千円）
　　・大　学…１／２
　　　（上限  500千円）

Ｐ まちづくり文化
　　　　スポーツ部

まちづくり推進課

中心市街地活性化協議会支
援事業

771 〇空き店舗対策や三日町・六日町賑わい創出等に取り組
　む八戸市中心市街地活性化協議会に対し、運営費の一
　部を補助する。

Ｐ まちづくり文化
　　　　スポーツ部

まちづくり推進課

空き家活用・住みかえ支援
事業

851 〇事業者や地域住民等と連携・協力し、空き家の所有者
　や入居希望者が安心して空き家を利活用できる環境を
　整備する。

 〇県居住支援協議会空き家相談員や、空き家相談協力員
　（弁護士、司法書士、宅地建物取引士等）と連携し、
　空き家に関する相談窓口を設置する。

 〇あんしん空き家流通促進事業補助金（※）を交付する。
 〇金融機関とのパートナーシップ協定を締結する（金融

　機関において空き家のリフォーム、解体等に係る融資
　の金利を優遇する）。

 〇市民向け空き家活用相談会を開催（１回）する。

【令和３年度に拡充する内容】
・補助金の活用促進に向けて、制度
　の周知を強化する。

【取組概要の補足】
※補助金の概要
　①対象経費：
　　空き家のインスペクション（住
　　宅診断）費用、売買瑕疵保険費
　　用、荷物の搬出費用、相続登記
　　費用等
　②補助額：
　　100千円（上限額）/１戸・１回

Ｐ 都市整備部
市街地整備課

はちのへ空き家再生事業928 〇空き家の実態を調査し、データベースを構築する。
 〇ポータルサイトにより空き家情報等を提供する。

【令和３年度に拡充する内容】
・空き家バンクの登録件数をさらに
　増加させるため、ＰＲ等を強化す
　る。

Ｐ 都市整備部
市街地整備課

31【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策７】地域社会のデジタル化の推進

●項目１．行政手続のオンライン化の推進

　青森県の電子申請システムの共同利用などにより、行政手続のオンライン化に取り組みます。

事業数：1

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

行政手続オンライン化推進
事業
［再掲］

1040 〇青森県の電子申請システムの共同利用を進める。ＷＰ 総務部
行政管理課



【重点施策７】地域社会のデジタル化の推進

●項目２．公共交通のキャッシュレス化の推進

　市内幹線を基軸とする公共交通網の維持や乗継拠点の機能を強化するとともに、路線バスのキャッシュレス化に取り組みます。

事業数：3

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

路線バスＩＣカード導⼊支
援事業

1034 〇八戸市営バスや南部バスがＩＣカード決済システムを
　導入する際の経費を助成する。

ＷＰ 都市整備部
都市政策課

市営バスＩＣカード導入事
業

1047 〇八戸市営バスにおいてＩＣカードによる決済システム
　を導入する。

ＷＰ 交通部

八戸市地域公共交通網形成
計画推進事業

389 〇「市内幹線軸」を基軸とした持続可能な公共交通網を
　形成するとともに、乗継拠点の機能を強化する。

 〇多様な主体と連携し「育てる公共交通」を構築する。
 〇「迷わず乗れる」「快適に乗れる」地域公共交通の利

　用環境を整備する。

Ｐ 都市整備部
都市政策課

33【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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【重点施策８】暮らしの変化に対応した持続可能なまちづくりの推進

●項目１．行財政改革の推進

　行政手続のオンライン化やＩＣＴを活用した業務の効率化に取り組みます。

事業数：2

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

行政手続オンライン化推進
事業
［再掲］

1040 〇青森県の電子申請システムの共同利用を進める。ＷＰ 総務部
行政管理課

ＩＣＴ活用による業務効率
化の推進

1041 〇庁内の定型業務を対象にＲＰＡ（ロボティクス・プロ
　セス・オートメーション）を導入する。

 〇紙媒体の文字情報を読み取り、電子テキスト化するた
　め、ＡＩを活用し、識字率を高めたＯＣＲ（オプティ
　カル・キャラクター・レコグニション）を導入する。

Ｐ 総務部
行政管理課



【重点施策８】暮らしの変化に対応した持続可能なまちづくりの推進

●項目２．自治体間連携の推進

　八戸圏域連携中枢都市圏ビジョンに基づく広域連携に取り組むとともに、北海道苫小牧市との交流連携協定に基づく都市間連携に取り組み
ます。

事業数：2

担当部署令和３年度の取組概要事業名番号 備　　考（※）

連携中枢都市圏推進事業539 〇連携中枢都市圏ビジョンに掲載された連携事業の推進
　及び進行管理を行う。

 〇令和４～８年度の事業実施に向け、ビジョンを改定す
　る。

【令和３年度に拡充する内容】
・令和４～８年度の事業実施に向
　け、ビジョンを改定する。

Ｐ 総合政策部
政策推進課

はちとまネットワーク推進
事業

925 〇はちとまネットワーク会議を開催する。
 〇苫小牧市と連携して、地域振興策を実施する。

Ｐ 総合政策部
政策推進課

35【※凡例】　Ｗ：ウィズコロナ時代の重点事業　　ＷＰ：ウィズ＆ポストコロナ時代の重点事業　　Ｐ：ポストコロナ時代の重点事業
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